
　介護が必要となった時、介護保険の申請の窓口はどこ
にあるかご存知でしょうか？何を持っていけばよいでしょう
か？ご存知の方はもう一度再確認を、初めて聞くという方
は、ぜひチェックしてください。 

認定の有効期間が、介護保険被保険者
証に記載されています。 
引き続きサービスの利用を希望される
方は、①と同じ方法（①申請と同じ①の
様式で）更新の申請をしてください。 

介護が必要となったら、まず申請
が必要です。 
申請は、甲賀市内の各支所総合窓
口課及び水口社会福祉センター
内介護福祉課で受け付けています。 
介護保険被保険者証をご持参く
ださい。 

申請 
訪問調査と医師の意見書の2つの書類が
必要になります。 
（訪問調査） 
　甲賀市介護認定調査員が介護を必要と
する方の心身の状態などを調査します。 
（意見書） 
　主治医が病気等の症状をまとめた意見
書を作成します。 
　長い間、受診をされていない方は、医師
の診察が再度必要になります。 

医師の意見書と訪問調査の
結果をもとに、医療・保健・福
祉の専門家が審査します。 

介護保険では、介護される本人やその家族の希
望によりサービスを選択することができます。居
宅介護支援事業所を選んで、そこにいる介護支
援専門員（ケアマネジャー）に相談し、決められた
要介護状態に合わせた介護サービス計画（ケア
プラン）を作成します。居宅介護支援事業者の一
覧表は甲賀市内各支所総合窓口課及び水口社会
福祉センター内介護福祉課にあります。 

介護サービス計画にもとづいて
サービスを利用します。原則と
して費用の一割が利用者負担と
なります。 

要介護度を決定します。
必要な介護の度合いに応
じて次の区分に分けられ
ます。甲賀市より認定結果
が通知されます。 

区　分 

自　立 

要支援 

要介護１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

調査 1 2

5

6

7

3

4

審査 
 

認定 
 

介護サービス計画の作成 

サービスの利用 

更新 

各支所地域振興課または環境課　1 65－0690　FAX 63－4582【問い合わせ】 
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介護保険サー
ビスを 

利用するまで
の 

手続きの流れ
 

 

　現在、甲賀市、湖南市両市では、燃えるごみを甲賀
広域行政組合衛生センターで焼却処分をしており、
施設処理能力の90％以上のごみが集まってきてい
ます。これ以上燃えるごみが増えると新たな施設を
建設する必要性が高くなり、それに伴い、住民の負
担が大きくなることは明らかです。 
　そこで、甲賀市では、旧水口町時代の平成14年度
から生ごみから堆肥を作る生ごみ堆肥化循環システ
ムにより、燃えるごみから生ごみを取り除き、燃える
ごみの減量に努めており、7月末現在、甲賀市内で約
4800世帯に参加していただいています。 
　生ごみは、85％以上が水分であり、燃えるごみと
して出せば、水分を蒸発させるのに無駄な経費がか
かります。このシステムでは、嫌なにおいも発生しま
せんし、指定ごみ袋も少なくて済みます。 
　まだ参加されていない方は、ぜひお申し込みくだ
さい。 

ご参加ください 
生ごみ堆肥化循環システムに 

生ごみ分別容器 
フタ付きのバケツ 
（容量20L程度1個） 

ご家庭でご用意して頂くもの 

処理できるもの 
ご家庭から出た生ごみ 

処理できないもの 

分別のしかた 

ご家庭で行っていただくこと 
１.はじめに容器の底に種堆肥を2cm厚程度敷きます。 

２.１日分の生ごみを水切り後、容器に入れます。 

３.投入した生ごみがかくれる程度（約1cm）の厚さに
種堆肥を入れます。 

５.収集日に集積所にある専用回収容器に投入してください。 

４.収集日まで2と3を繰り返します。 

購入価格の 
1／4を市が 
補助します。 

種堆肥は 
市から支給 
します。 

自治会など 
希望される場 
所に市が配置 
します。 

方法：水切りを十分に
行い貝殻・魚の骨・カ
ニの殻などはできるだ
け砕いてください。 バラン・金魚のしょうゆさし・ラップ・

アルミホイルにご注意ください。 

種堆肥 
種堆肥は水分吸収と発酵促進、ニオイの除去な
どに使用します。 

金属・たばこの吸い殻・
ビニール袋・プラスチッ
ク類・トレー・生け花など 

生ごみ専用回収容器 

約2cm程度 種堆肥 

種堆肥 
生ごみ 
種堆肥 
生ごみ 
種堆肥 
生ごみ 
種堆肥 
生ごみ 
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